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   令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 

号外 

  新潟県市町村総合事務組合 

目  次 

訓 令                                   ページ 

 1 新潟県市町村総合事務組合事務決裁規程の一部改正 ····························· 1 
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 4 新潟県市町村総合事務組合の一般職に属する職員等に係る負担金 

相当額に関する規程の一部改正 ··············································· 5 

訓    令 

新潟県市町村総合事務組合訓令第 1 号 

事務局  

 新潟県市町村総合事務組合事務決裁規程（平成 17年訓令第 3号）の一部を次のように改正

し、令和２年４月１日から実施する。 

  令和２年４月１日 

 新潟県市町村総合事務組合管理者 久 住 時 男  

新潟県市町村総合事務組合事務決裁規程の一部を次のように改正する。 
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改正後 改正前 

別表第２（第３条関係） 

 各課及び所の事務に係る事項 

１ 総務退職課 

項 目 

決 裁 責 任 者 

合議先 
管理者 事務局長 事務局次長 

課長又は 

所長代理 

1・2 (略) 

3 (略) 

⑴・⑵ (略) 

⑶ 一般職の非常勤職員の報酬額等

の決定に関すること。 
○ 

⑷～ ⑺ (略)

4 (略) 

⑴・⑵ (略) 

⑶～ ⒆ (略)

5・6 (略) 

別表第２（第３条関係） 

 各課及び所の事務に係る事項 

１ 総務退職課 

項 目 

決 裁 責 任 者 

合議先 
管理者 事務局長 事務局次長 

課長又は 

所長代理 

1・2 (略) 

3 (略) 

⑴・⑵ (略) 

⑶ 特別職の嘱託の報酬額等の決定

に関すること。 
○ 

⑷～ ⑺ (略)

4 (略) 

⑴・⑵ (略) 

⑶ 特別職の嘱託の任免に関するこ

と。 
○ 

⑷～ ⒇ (略)

5・6 (略) 
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新潟県市町村総合事務組合訓令第 2号 

事務局  

 新潟県市町村総合事務組合職員の人事評価実施規程（平成 28年訓令第 2号）の一部を次の

ように改正し、令和２年４月１日から実施する。 

  令和２年４月１日 

 新潟県市町村総合事務組合管理者 久 住 時 男  

新潟県市町村総合事務組合職員の人事評価実施規程の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第２条関係）その３ 

人事評価記録書（主査、主任、主事、専

門員） 

（略） 

別表第１（第２条関係）その３ 

人事評価記録書（主査、主任、主事） 

（略） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

別表第１（第２条関係）その３の次に次の表を加える。 
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 別表第２（第４条関係）を次のとおり改める。 

別表第２（第４条関係） 

被評価者 一次評価者 二次評価者 確認者 

会計年度任用職員 課長 － － 

主事、主任、主査、係長、

副参事、課長補佐、専門員 
課長 事務局次長 事務局長 

課長、参事 事務局次長 事務局長 事務局長 

事務局次長 事務局長 事務局長 事務局長 

新潟県市町村総合事務組合訓令第 3号 

事務局  

 新潟県市町村総合事務組合職員健康管理決裁規程（平成 25年訓令第 1号）の一部を次のよ

うに改正し、令和２年４月１日から実施する。 

  令和２年４月１日 

 新潟県市町村総合事務組合管理者 久 住 時 男  

新潟県市町村総合事務組合職員健康管理決裁規程の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 （嘱託等の健康の確保） 

第 12 条 一般職の非常勤職員に関する健康

管理の取扱いについては、職員に準ずるも

のとする。 

 （嘱託等の健康の確保） 

第 12 条 特別職の嘱託及び一般職の非常勤

職員に関する健康管理の取扱いについて

は、職員に準ずるものとする。 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

新潟県市町村総合事務組合訓令第 4号 

事務局  

 新潟県市町村総合事務組合の一般職に属する職員等に係る負担金相当額に関する規程（平

成 18 年訓令第 1号）の一部を次のように改正し、令和２年４月１日から実施する。 

  令和２年４月１日 

 新潟県市町村総合事務組合管理者 久 住 時 男  

 新潟県市町村総合事務組合の一般職に属する職員等に係る負担金相当額に関する規程の

一部を次のように改正する。 
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改正後 改正前 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、新潟県市町村総合事務

組合（以下「組合」という。）が、組合の

一般職に属する職員（以下「職員」という。）

及び組合の議会議員に関して、新潟県市町

村総合事務組合規約（平成 16 年総行市第

30 号許可）第３条に規定する事務を処理

する場合に負担すべき経費（以下「負担金

相当額」という。）について必要な事項を

定めるものとする。 

（退職手当負担金相当額） 

第２条 職員の退職手当に係る負担金相当

額については、新潟県市町村総合事務組合

退職手当に関する負担金条例（平成 16年

条例第 23号）の例による。 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、新潟県市町村総合事務

組合（以下「組合」という。）が、組合の一

般職に属する職員（以下「職員」という。）、

組合の特別職の嘱託及び組合の議会議員

に関して、新潟県市町村総合事務組合規約

（平成 16年総行市第 30号許可）第３条に

規定する事務を処理する場合に負担すべ

き経費（以下「負担金相当額」という。）に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

（退職手当負担金相当額） 

第２条 職員及び組合の特別職の嘱託の退

職手当に係る負担金相当額については、新

潟県市町村総合事務組合退職手当に関す

る負担金条例（平成 16年条例第 23号）の

例による。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 




